
財団法人  大阪府私学総連合会寄附行為  
     ２４、 ６、２５    設 立 登 記 
     ３９、１２、１７    組織変更改正  
     ４０、 ７、２３    一 部 改 正 
     ５２、 ７、１２    一 部 改 正 
                                           
第  １  条  本法人は財団法人大阪府私学総連合会と称する  
第  ２  条  本法人の事務所を大阪市都島区網島町６番２０号に置く  
第  ３  条  本法人は大阪府下私学の振興をはかり教育の改善及文化の昂  

      揚に寄与するために必要な事業を行うことを目的とする  
第  ４  条  本法人は前条の目的を達する為に左の事業を行う  
      １ 私立学校教職員の資質の向上及び福利の増進に関する事業  

      ２ 諸般の調査、研究、講習及び出版等に関する事業  
      ３ 大阪府私学教育文化会館の運営  
      ４ 所轄庁その他の関係機関との連絡交渉に関する事業  
      ５ 私学連合団体相互の連絡協調に関する事業  
      ６ その他前条の目的を達成するために必要と認められる事業  

第  ５  条  本 法 人 の 資 産 は 別 紙 財 産 目 録 記 載 の 財 産 と す る 資 産 を 分 っ て

基 本 財 産 と 普 通 財 産 と し 基 本 財 産 は 寄 附 者 の 寄 附 財 産 及 び 基

本財産に繰入られた財産とする  
普 通 財 産 は 基 本 財 産 以 外 の 資 産 と す る  基 本 財 産 の 処 分 は 理

      は 理 事 会 の 決 議 を 経 且 つ 所 轄 庁 の 承 認 を 得 な け れ ば こ れ を な

      すことが出来ない  
第  ６  条  本法人の経費は前条の基本財産より生ずる果実、本法人の事業

      よ り 生 ず る 収 入 及 び そ の 他 の 収 入 を 以 て こ れ を 支 弁 す る   

     
第  ７  条  本 法 人 の 会 計 年 度 は 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 に

      終る  
本法人の予算は会計年度開始前、決算はその終了後遅滞なく事

業報告と共に理事長これを理事会に報告しその承認を得て所轄

庁に届出なければならない  
第  ８  条  本法人に左の役員を置く   

     １  理  事   １５名以上２５名以内（内理事長１名、常任理事

      ７名）  
     ２  監  事    ２名  

 役員の任期は２年とする  但し重任することが出来る役員はそ

の任期満了後においても新役員が就任するまでその職務を行わ

なければならない  

 役 員 に 欠 員 が 生 じ た 場 合 に お い て 選 任 さ れ た 補 欠 役 員 の 任 期

      は前任者の残任期間とする  



第  ９  条  役員の選出及びその職務権限は左の定めによる  
     １  理 事 中 １ ４ 四 名 以 上 １ ９ 名 以 内 は 評 議 員 会 で 評 議 員 の う ち

      か ら 選 任 し  １ 名 以 上 ６ 名 以 内 は 私 学 関 係 有 識 者 の う ち か ら

      理事会で指名推薦してこれを定める  
     ２  理事長及び常任理事は理事会で理事のうちから選任する  
     ３  監事は評議員会において選任する  
     ４  理事長は本法人の業務を統轄し本法人を代表する  
     ５  常 任 理 事 は 必 要 な る 業 務 を 分 担 し て 理 事 長 を 補 佐 し 理 事 長

      事故あるときは   あらかじめ理事長の定めた順序によりその職

      務を代行する  
     ６  理事は理事会を組織し本法人の業務を議決し執行する  
     ７  監事は民法第５９条の職を行う  
第  10 条  本法人に３５名以上４５名以内の評議員を置く  

評議員は理事会でこれを選出し理事長がこれを委嘱する  
評 議 員 に は 第 ８ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 を 準 用 す る  こ の

      場合には同条同項中「役員」とあるのは「評議員」と読み替え

      るものとする  
評議員は評議員会を組織し本法人の重要事項につき評議する  

第 10条の２  本法人に顧問を置くことが出来る  
顧問は理事会で推挙する  

第 １１ 条 この法人の事務を処理するため職員を置くことが出来る  
職員は理事長が任免し有給とする  

第 １２ 条 理事会  評議員会の召集及びその議事は次の定めによる  
     １  理事会は必要に応じ理事長がこれを召集する  
     ２ 理事会は理事の２分の１以上出席しないときは会議を開く  

      ことが出来ない  議事は出席者の過半数でこれを決する  但  

      し可否同数なるときは議長の決するところによる  
     ３  評 議 員 会 は 毎 年 １ 回 理 事 長 が こ れ を 召 集 す る  但 し 理 事 長

      が 必 要 と 認 め る 時 又 は 評 議 員 ３ 分 の １ 以 上 の 要 求 が あ っ た 時

      は理事長は臨時にこれを召集しなければならない       
     ４  第 ２ 号 の 規 定 は 評 議 員 会 に 準 用 す る  こ の 場 合 に は 同 号 中

      「理事会」及び「理事」とあるのは「評議員会」及び「評議員

      」と読み替えるものとする  
     ５  会議の議長は理事長これにあたる  
第 １３ 条 本寄附行為の変更は理事会及び評議員会の議を経  所轄庁の認

      可を受けてこれを行わなければならない  
第 １４ 条 本法人解散の際における残余財産の処分は理事会及び評議員会

      の 議 を 経  所 轄 庁 の 許 可 を 受 け て こ れ を 行 わ な け れ ば な ら な

      い  
 



                   附     則  
                     
第 １５ 条 本財団設立当初の理事は左の通りである  
 
         理    事    小    泉       秀  
           〃      小    林   大    巌  
           〃      片    山   元    彦  
           〃      瀬    島   源  三  郎  
           〃      安    藤   利  三  郎  
           〃      奥    田   政    三  
           〃      森       寿  恵  三  
           〃      小    川   高    光  
           〃      佐    藤   寿    吉  
           〃      庄    野   貞    一  
           〃      天    野   正    儀  
         監    事    野    田   三    郎  
           〃      草    島   惣  治  郎  
 
 （附属規定）  
                   （３９、１２、１７制定）  
 
 役員及び評議員選出規程  
 
第  １  条  こ の 規 程 は 寄 附 行 為 第 ９ 条 及 び 第 10条 の 役 員 及 び 評 議 員 の 選

      出に関する事項を定める  
第  ２  条  評議員は学校法人（財団法人を含む）又は私立学校の代表者（以

      下私立学校代表者という）の中より４２名を選出する      
前項の評議員は、大阪府下における次の私学連合団体が推薦す

 る者につき、次に掲げる区分により選出する  

     １  日本私立大学連盟大阪府下加盟校      ２   名  
     ２  日本私立大学協会大阪府下加盟校      ３   名  
     ３  大阪府私立短期大学協会          ２   名  
     ４  大阪私立中学校高等学校連合会      ２１   名  
     ５  大阪府私立小学校連合会          ２   名  
     ６  大阪府私立幼稚園連盟           ６   名  
     ７  大阪府専修学校各種学校連合会       ６   名  
第  ３  条  理事は前条の私立学校代表者評議員中より１５名、私学関係有

      識者中より６名以内を選出する  
私 立 学 校 代 表 者 評 議 員 中 よ り 選 出 す る 理 事 は 次 に 掲 げ る 区 分

      により選出する  



     １  日本私立大学連盟大阪府下加盟校      １   名  
     ２  日本私立大学協会大阪府下加盟校      １   名  
     ３  大阪府私立短期大学協会          １   名  
     ４  大阪私立中学校高等学校連合会       ９   名  
     ５  大阪府私立小学校連合会          １   名  
     ６  大阪府私立幼稚園連盟           １   名  
     ７  大阪府専修学校各種学校連合会       １   名  

 監事は私立学校代表者のうちから選出する  
第  ４  条  私 立 学 校 の 代 表 者 が そ の 代 表 者 の 職 を 退 い た 時 又 は 私 学 連 合

      団 体 の 役 員 の 資 格 を も っ て 本 法 人 の 役 員 又 は 評 議 員 の 職 に 就

      い て い る 者 が そ の 資 格 を 失 っ た 時 は 本 法 人 の 役 員 又 は 評 議 員

      の 職 を 退 く も の と す る  但 し 理 事 会 の 決 議 が あ る 場 合 は 引 続

      いてその職にとどまるものとする  
第  ５  条  理事長  常任理事は理事会で互選する  
第  ６  条  この規程の変更は理事会で行う  
 
                    附      則  
 

寄 附 行 為 変 更 認 可 後 最 初 に 行 う 評 議 員 の 選 出 は 従 前 の 規 程 に よ っ て 組 織 さ

れた理事会においてこれを行う  
 

 常  任  理  事  選  出  基  準  

                   （４０、２、１６決定）  
                   （５２、６，２６改正）  

                   （５２、７、１２制定）  
                          
 

  選   出   区   分    常  任  理  事  数   
大学連盟、大学協会、短大協会中より       ２   名  
中学校高等学校連合会、小学校連合会中より        ３  名 
幼稚園連盟、専修学校各種学校連合会中より         ２  名 
         計         ７  名 

 


